
社会人への第一歩 

      一緒に働こう 



 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船橋市では、障害のある方の一般就労に向けた取り組みの一環として、市内や近隣市の事業所へお伺い

し、職場実習の受入れ及び雇用の検討をしていただける事業所の開拓をしています。そして、｢市立船橋

特別支援学校(※P6)｣｢市立中学校特別支援学級｣の生徒を中心に、｢障害者就業・生活支援センター(※P6)｣

や｢就労移行支援事業所(※P12)｣の利用者など、市内在住の障害のある方と、職場実習及び雇用の検討をし

ていただける事業所の橋渡しを行っています。 

 令和 3 年３月には法定雇用率(※P9)が引き上げられ、社会全体として障害のある方の雇用が推し進めら

れている今、一般就労を希望される方と、雇用したいと考える事業所それぞれへの支援として、さまざま

な機関と連携をとりながら、奨励金の支給などの事業を行っています。 

 

 この事例集は、就労支援を担当する経済部商工振興課と健康福祉局福祉サービス部障害

福祉課が関わる事業所での職場実習・雇用事例をまとめたものです。 

職場実習は、障害のある方と事業所が、できることやできないことをお互いに確認でき

る有効な手段です。｢今まで雇用したことがない…｣｢何に気を付けたらいいのか…｣などの

不安や疑問に対し、この事例集をご覧いただき、参考の一つとしてご活用いただければと

考えております。 

船 橋 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者雇用推進キャラクター 

 はーとくん 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内在住の障害のある方をあっせん者(特別支援学校、障害者就労支援事業所等)を通じて職場実習に受入れた場

合、 します。市外事業主も対象になります。 

※奨励金の支給には他にも条件があります。詳しくはお問い合わせください。 
 

障害のある方の職場実習や雇用について、専任の開拓員が事業所アンケート調査に訪問します。 

受入れを検討する事業所には、特別支援学校や障害者就業・生活支援センターを紹介し、仕事の切出しから相談

してもらえる連携体制を取っています。  
 

障害のある方を長年雇用する、職場実習を積極的に受入れる、働きやすい職場環境を整えるなどの努力をしてい

る市内事業所を表彰し、その取組みを広く知らせて参考にしてもらいます。  
 

特別支援学校に在籍し就職を目指して実習した方、一般企業で働いている特別

支援学校卒業生、そして、障害のある方を雇用している企業の担当者から、そ

れぞれの体験を聞きます。共に働くことについて、どなたにも知っていただけ

る機会です。 

 

 

 一般企業や福祉施設の職員を対象に、障害者の一般就労に対する意識やスキル、連携など初歩的な知識・技術を学

ぶための研修を毎年実施しております。障害特性に応じた支援方法や、困難事例の紹介について、企業や支援機関

の方からの講義により、障害者雇用についての知識を深めるほか、グループワークを通し、参加者同士の情報交換、

交流の場にもなっています。 

 障害者就労の分野においては、障害者の一般就労を促進するために様々な支援制度・支援機関が設けられています。

当市では、事業主の皆様に障害者就労をより深く理解していただくために、事業主を支援する制度や支援機関をま

とめたハンドブックを作成しております。(市のホームページからご覧いただくことができます) 
 

 船橋市内を主な活動拠点とする就労移行支援事業所(※P12)や大久保学園障害者就業・生活支援センターを構成員と

する会議体であり、障害者就労を促進するためにさまざまな課題について意見交換・研鑽を行う場です。本冊子の

事例の紹介においても、ご協力いただいています。 
 

 当センターは、就職や職場への定着を希望される障害者やその家族、また事業主を対象に、就業・生活の両面から

支援を行っています。 

事業主への支援としては、≪これから障害者を雇いたい≫→≪初めて障害者を雇入

れた≫→≪障害者を雇用したその後≫と段階的な相談に広く対応し、業務内容の整

理に係る提案やジョブコーチ支援(※P13)等支援施策の活用等の助言・指導等を行

います。 
 

 当センターは、ハローワークをはじめとする障害者の就労支援を行う機関と連携し、障害のある方、障害のある方

を雇い入れる事業主を対象に、雇い入れの段階から職場定着・職場復帰までを総合的に支援しています。また、地

域の就労支援機関に対し、職業リハビリテーションに関する技術的事項の情報提供やアドバイスを行っています。 
 

 就業を希望する障害者やその家族、障害のある方を雇用するまたは雇用を検討している事業主からの相談に応じて

助言・指導を行い、必要に応じてセンターにおける職業準備訓練やジョブコーチ支援等を実施します。 
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 ヤマト運輸株式会社は、全国に拠点を持つ輸送会社です。

企業としても多くの障害のある方を雇用しており、ヤマトグ

ループ各社でも積極的に雇用に取組んでいます。また、グル

ープ内には、障害のある方に就労の場を提供する目的の会社

や、就労を支援する団体などもあります。 

 船橋主管支店(船橋市浜町)でも、営業所内作業で職場実習

や雇用を受入れ、荷物の仕分けなどを担当してもらいました。

昨年度からは、障害のある方が通いやすい自宅近くの営業所 

でも受入れを進めたいと考え、特別支援学校

などに話を持ちかけました。そして、いくつ

かの営業所で実習の受入れを始めました。 

 

 

    

 開拓員(→P4・5 参照)は、平成 23 年に船橋主管支店を訪問し

て、特別支援学校(※1)や障害者就業・生活支援センター(※2)

を紹介。支店内の船橋ベースで、営業所に送る梱包材の準備

などの仕事で採用された方もいました。 

 昨年、改めて学校の進路担当教諭や就業・生活支援センタ

ーの支援員と訪問して状況を聞き、営業所での受入れについ

て確認をしました。船橋主管支店船橋 HR 担当 SV の山田哲

也さんと、同課採用担当の平田さくらさんは、｢メインの仕

事は清掃で、可能であれば洗車やメール便仕分け、匿名発送

のシール貼りを考えている｣と説明してくれました。 

 教諭から｢どの営業所で受入れが可能か｣と質問が出ると、

平田さんは｢なるべく本人の自宅に近い営業所を選びたいの

で、希望を出してほしい｣と回答がありました。 

 その後、就業・生活支援センターからひとり、特別支援学

校からふたりの実習希望があり、その中でも船橋飯山満営業

所のすぐ近くに住む生徒の実習が行われました。 

 

  

  

 船橋飯山満営業所で実習をしたのは、高等部 2 年生の A

さんです。これまで、スーパーマーケットや生花を扱う会社

で実習を経験しています。 

 営業所としては初めての受入れであり、障害のある方と接

した経験のないスタッフがほとんどでした。実習前の面接で、

A さん、進路担当教諭、担任教諭そして保護者と共に仕事内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を打合せ、A さんの適性に合った作業を決めました。 

 メインは営業所内の清掃と除菌で、その他にメール便の仕

分けや、ドライバーのアルコールチェッカーに使うストロー

の準備もしました。初めは緊張していた様子でしたが、仕事

の覚えが早く丁寧に作業を進める A さんに、所長を始めとす

る営業所のスタッフは｢きれいになって助かった｣、そして 2

週間の実習が終わると｢さみしい｣と話していたそうです。 

  

 山田さんは｢あまり難しく考えていると、進めることがで

きません。営業所では細かい仕事がいくつかあるので、切分

けて組立てることができると分かりました｣と言い、平田さ

んは、｢営業所での受入れは始めたばかりなので、うまくい

かないこともありますが、取り組まなければ進まないので、

とにかくやってみようと思っています｣と話します。 

 事前面接では分からなかった特性が、働き始めてから明ら

かになって対処が難しいこともあります。営業所に指導を担

当する人がいるかどうかも、あらかじめ考える必要がありま

す。一方で、障害のある本人が｢ここで働きたい｣と思ってく

れることと、この仕事が合うかどうかが大事だと山田さんは

考えています。そして、｢特別支援学校の生徒は、教諭が特

性をしっかり把握しており、それをプロフィールシートにま

とめて渡してくれるので安心です｣と言います。 

 全社的に今後も積極的に受入れをしていく考えを持って

います。｢毎月、全国 8 ブロックで障害者雇用に関する会議

が行われており、船橋主管支店は南関東エリアの会議に参加

しています。そこで事例を紹介します｣(山田さん)。｢また、

社内ネットワークのダイバーシティ(多様性)に関する情報の 

中に障害者雇用に関する項目もあり、受入れ結果の情報共有 

をすることで、

会社としても

良い参考事例

としてさらに

受入れを進め

ていきたい｣

と、話してく

れました。 

※｢宅急便｣はヤマト運輸株式会社の登録商標です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 株式会社ホエルは、船橋市内でコンビニエンスストア｢セ

ブン－イレブン｣4店舗を経営する会社で、本社は船橋市夏見

にあります。ユニバーサル就労(※3)への協力に力を入れてお

り、高齢者、認知症の方、家庭や自身の事情で短時間勤務希

望の方などを受入れています。 

 きっかけは、代表取締役の鯨井祐介さんが、会員となって

いる経済団体の集まりで、市の｢保健と福祉の総合相談窓口

さーくる｣を受託する法人の方と話をしたことでした。｢コン

ビニエンスストア業界は常に人手が不足している。しかし、

いろいろな仕事があるので、細分化すれば対応ができるので

は｣と考え、受入れを開始しました。 

 

 

    

 社員としてスタッフや業務の管理を担当する大舘拓司さ

んは、｢コンビニエンスストアの仕事というと、レジスタッ

フのイメージが強いと思いますが、実際は商品補充や前出し

(わかりやすく取りやすいように並べ直す)など、たくさん業

務があり、その方に合った仕事、希望する働き方が必ずあり

ます。シフトのすき間にスタッフが時間外でやっていた仕事

をお願いすることで、スタッフの作業効率が上がります。も

ともと、スタッフの勤務時間や担当業務の調整は欠かせなか

ったので、それを生かしています｣と言います。 

 実際、長年引きこもり生活をしていた方が、ホエルの店舗

で短時間勤務からのスタートをし、働くことに自信をつけた

例もあります。また、障害のある方が、商品補充の他に新た

に切り出した買い物かごを拭く作業も担当しています。｢商

品補充は、店内で行う作業もありますが、飲み物はバックヤ

ードからケースに補充するので、お客様と接することが苦手

だという方に適しています｣(大舘さん)。 

 

  

  

 開拓員はこういった詳しい話を聞き、特別支援学校を紹介。

進路担当教諭は店の見学をし、｢生徒たちが良く知っている

コンビニエンスストアなのでイメージを持ちやすい｣と言い

ました。そして、高等部 1 年生の B さんが 1 週間(土日を除

く実質 5 日間)の実習をすることになりました。 

実習にあたり大舘さんは、交通の便が良く、来店客数が落 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ち着いていること、そして何より店長の人柄と経験から、船

橋本町 1 丁目店で受入れることを決めました。 

 店長の山下文子さんは、以前は船橋駅南口店の店長をして

おり、精神障害のある方の雇用を経験しています。 

 山下さんの丁寧な指導で、B さんは、ドリンクの補充、店

内商品の前出しとはたき掛け、検品の他に、カウンター内で

中華まんの補充や揚げ物もしました。 

  

 実習前の面接で、山下さんは B さんが元気ではきはき返事

をすることに驚きました。これまで接してきた方たちとは違

うタイプで、｢障害のある方といっても、本当に人それぞれ

なんだ｣と感じました。大舘さんは、｢あらかじめ B さんがど

んな方なのか、どんなことが得意なのかを聞くことができま

した。また、B さんの保護者が店を見学し仕事の説明も聞い

てくれたので、店も保護者も安心できたと思います｣と言い

ます。 

 ｢5 日間は自分のシフトを変えてずっと様子を見ていまし

たが、これは一般の新人研修とほとんど同じです。初日は担

任の先生が付いていましたし、翌日からはひとりでてきぱき

動いていたので、私は遠くから見ていただけ。わからないこ

とがあればちゃんと聞きに来てくれました｣という山下さん

は、B さんが大きな声であいさつをすることや、他のスタッ

フに敬語を使っていたことに感心しました。 

 大舘さんは、｢他の店舗でも受入れられるようにして、今 

後も実習や雇用をど

んどん受けていきた

い｣と言い、そのため

に担当するスタッフ

を増やす考えです。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 フジフーズ株式会社は昭和 38 年創業の食品加工会社で、

昭和 49 年から、コンビニエンスストア向けに食品を製造し

ています。平成 29 年、船橋市高瀬町にあった本社を千葉市

美浜区に移転(現在は東京都中央区日本橋)、船橋第 1 工場と

八千代工場を統合して千葉工場を新設しました。東北、関東、

愛知の 14 工場で 1 日 200 万食を製造しています。 

 障害のある方の雇用には以前から取り組んでおり、船橋市

に 3 ヶ所あった工場(現在は 2 ヶ所)でも、毎年職場実習や雇

用を受入れてきました。船橋第 1 工場と八千代工場が統合移

転した際には、働いていた障害のある方たちは、通勤が難し

くなった方を除き、ほとんどが継続して新しい工場で働くこ

とになりました。製造ラインでの盛付け、野菜のチェック

(LED ライトで照らして傷みなどがあるものを取除く)、資材

の運搬車への積込み・荷下ろし、具材の調理(煮る・揚げる)、
更衣室や休憩室など厚生エリアの清掃などをしています。 

開拓員も以前から各工場の総務担当者と話を進め、特別支

援学校などを紹介してきました。船橋第 1 工場で受入れ担当

だった総務担当の鈴木さんが異動先の千葉工場でも同様の

仕事をしていると聞き、改めて千葉工場での実習の受入れを

確認。｢工場の規模が大きくなったので、更に受入れをして

いきたい｣との返事をもらい、特別支援学校の進路担当教諭

と共に再訪しました。 

 

 

    

 令和元年、特別支援学校高等部 2 年生の C さんが千葉工

場で 1 回目の実習をしました。仕事は、製造ラインで作られ

たサンドイッチの運搬です。でき上がった製品を検品してか

ごに入れます。C さんは、かごの中の製品のシールの位置や

数を確認しながら、台車に載せて別の部屋に移動させていま

した。 

翌年も C さんは、同じ仕事で継続して実習。会話などのコ

ミュニケーションが苦手な C さんでしたが、彼の意思を理解

することができるパート従業員がいてサポートしてくれま

した。実習中に巡回した担任教諭には、社員食堂の気に入っ 

たメニューを勧めてくれたそうです。 

こうして職場に慣れた C さんは就職を希望し、会社も｢ぜ

ひ働いてほしい｣と、卒業した翌月、令和 3 年 4 月の採用が

決まりました。 

実習では｢製造四課包装係｣での商品の運搬などが主な仕

事でしたが、採用前の面談で、C さん本人に別の部署を紹介。

就職後は｢製造一課炊飯係｣で、炊きあがった米飯を運搬する 

仕事をすることになりました。この部署では C さんの身内の

方が以前から働いており、そのことも C さんや鈴木さんの安

心材料でした。4 月から研修をした上でこの部署で働くこと

が決定。真面目な C さんは、勤務時間は 7 時から 16 時ま

でで、毎朝 6 時 30 分には工場に到着するように自宅を出て

いるようです。 

開拓員が C さんの働く様子を見学に行った時には、きびき

びと台車を移動させるスピードに驚きました。｢手順はすっ

かり覚え、ひとりで動くことができます｣と鈴木さん。｢今の

仕事を間違いなくこなすことができるようになったら、もっ

とレベルアップしてほしいです。まだ、けがの心配があるの

で特殊炊飯機器の操作はしてもらっていませんが、訓練して

できるようになるといいですね。操作は障害の有無に関わら

ず訓練を積めば担当してもらうことができます｣(鈴木さん)。

C さんは、｢仕事は大変ですが、今はこの仕事をがんばりま

す｣と話してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

C さんが 1 回目の実習をした頃から、毎年数人の特別支援

学校高等部生徒が実習を希望しました。食品を扱うため、検

便や鼻前庭検査の結果に問題がなかった生徒が、実習をする

ことができます。 

また、何よりも衛生管理に気を遣っているので、ネット帽

子、帽子、白衣、手袋、長靴の正しい着用が必須です。手洗

いは消毒液も使って念入りに行い、ゴム手袋は二重につけま

す。異物混入を防ぐため、粘着テープで髪や糸くずまで丁寧

に取り、エアシャワーを使います。最終的には、チェック係

が全身をチェックしてから、工場内に入ることができます。

体調もしっかり確認しており、他の従業員の手助けを受けて

でもこれらをクリアすることができなければ、仕事に入るこ

とはできません。 

  

実習は主に製造ラインでの盛付け作業です。｢調理パンや

サンドイッチのラインに入ってもらい、本人の得意なことを

見ます｣(鈴木さん)。 

昨年度、2 年生の D さんは初めて千葉工場で実習をしまし

た。そして今年度、3 年生になってからも春秋の 2 回、同じ

くパン製品の製造ラインで実習を重ねました。 

サンドイッチのラインでは、スライスされて出てきた食パ

ンを目視チェックし、耳が残っているものなどをよける作業

をしました。｢いつもはベテランのパート従業員が、具材を

パンに載せながらやっている作業です。もし見逃しても、ラ

インにいる他のパート従業員が気づきます。でも D さんはち

ゃんと選別することができました。ずっと立っている仕事で

疲れたとは思いますが、黙々とがんばっていました｣(鈴木さ

ん)。 

現場には外国から来たパート従業員が多く、言葉でのコミ

ュニケーションは充分ではありませんが、仕事に慣れたパー

ト職員が身振りで D さんに指示し、E さんも素直にそれに従

っていました。 

  

 鈴木さんは、｢会社全体では障害者雇用率(※4)を達成してい

ますが、千葉工場では雇用する従業員の数が増えたため、工

場単体で見れば、まだまだ障害のある方に働いて頂きたいと

思っています。ただ、雇用率のために雇用するのではなく、

この工場で働きたい、この仕事がしたいという方に力を発揮

してもらうことができるようにしたいです｣と言います。 

 そして、｢彼らが配属される製造ラインの従業員には、あ

らかじめ社員から、どんな方が加わるかを伝えます。これま

で、障害が原因で差別をされたりトラブルになったりしたこ

とはありません｣と、鈴木さん。20 人から成る製造ラインで、

班長を務める知的障害のある方もいて、役職に伴う賞与も支

払われています。 

 ｢C さんのように他の人とのコミュニケーションが苦手な

方でも、面倒見のいいパート従業員が話しかけてくれます。

何か困ったことがあれば、近くの人に相談をすれば、最終的

に自分のところに報告が来る仕組みができていますので、安

心して働いてもらいたいです｣(鈴木さん)。 

  

 鈴木さんは、更なる雇用に向けて、障害や障害のある方

についてもっと勉強をしたいと言います。そのために、特

別支援学校とのつながりを大事に考えています。｢疑問は学

校の教諭に聞き、実習生を受入れて、よい関係を保ってい

きたいです｣(鈴木さん)。 

 ｢最初はわからないことだらけ

だった｣という鈴木さんは、就労

を含めた専門の支援機関や支援

員、特別支援学校の教諭に相談す

ることから受入れをスタートし

ました。｢外部の人の協力は不可

欠｣と話し、サポートを得ながら、

今後も障害のある方たちと接し

ていく考えです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 埼玉県鶴ヶ島市に本社を構える株式会社ベルクは、昭和

34 年に設立されました。現在は、関東地方で約 130店のス

ーパーマーケットを運営しています。 

全社的に障害のある方の受入れに積極的で、職場実習や雇

用の実績も多くあります。店舗や物流センターなどで雇用し

ている障害のある方の割合は全従業員の 3%を上回り、令和

元年度には厚生労働省による｢障害者雇用優良事業所等に対

する厚生労働大臣表彰｣を受けています。 

 本市開拓員がつないだ受入れも数店舗で協力があり、就職

して 4 年になる特別支援学校卒業生もいます。 

 フォルテ船橋店は令和 2 年 10 月にオープンしました。船

橋市内では初めての出店です。 

 

 

    

 店長の清水政治さんは、以前に勤めていた店舗で、特別支

援学校の生徒を職場実習として受入れ、採用した経験があり

ます。開拓員が初めて店を訪問して事業の説明をした際には、

｢雇用に関しては本社の了解を取る必要があるが、職場実習

なら店舗判断で受けることができる｣と快諾をしてくれまし

た。 

 そこですぐに特別支援学校の進路担当教諭を紹介し、実習

に関する具体的な打合せをしました。雇用の可能性も視野に

入れ、教諭は雇用につながった場合の条件として雇用形態や

勤務時間、報酬なども確認し、清水さんからは｢パート社員

であれば異動がなく、時給や各種手当は障害の有無に関わら

ず同じ｣と説明がありした。 

 実習は商品の品出しや総菜の盛付けなど、

その方に合った仕事を選ぶとのことでした。 

 

  

  

 実習希望の生徒は高等部 3 年生 E さんで、卒業後の就職

を視野に入れた内容を考えていました。そこで清水さんと教

諭は、1 回目の実習では、ある程度の担当業務を決め、適性

をみました。乳製品の補充や在庫管理、青果の加工などが主

な仕事です。 

 フォルテ船橋店では来店客への対応が欠かせません。｢E

さんを面接し、とても社交的であいさつをしっかりできる方 

る方だと分かっ

たので、売り場に

出てもらっても

問題はないと思

いました｣ (清水

さん)。 

 実習中は来店客に大きな声で

｢いらっしゃいませ｣とあいさつ

をしたり、作業の中で分からない

ことがあれば他のパート社員に

尋ねたりすることができました。

開拓員が実習の様子を見に訪れ

た時は、ミニトマトの値札シール

を貼る作業を、パート社員に一か

ら指導してもらい、声出し確認を

しながら丁寧に取り組んでいま

した。 

 秋の実習でも E さんが継続し 

てフォルテ船橋店を希望し、清水さんが承諾。2 回目の実習

になりました。｢就職がより具体的になったので、勤務時間

や休憩のタイミングは就職後に合わせて試してもらいまし

た。さらにいろいろな部門を経験してほしかったので、総菜

の調理補助もしてもらいました｣(清水さん)。午前中は売り場

での品出し、午後は品出しと調理補助という内容に幅を広げ、

｢厨房では包丁を使わない、すしや弁当のパック詰めを経験

してもらいました。握りずしを握ってもらいましたよ｣と清

水さんは振り返ります。 

 職場のパート社員も、快く親切に面倒をみてくれたことに、

清水さんは安心しました。 

  

 Eさんは他の方とコミュニケーションをとるのが苦になら

ないタイプの方だったので、清水さんは売り場に出るような

仕事を中心に実習内容を決めました。それに対して、以前勤

務していた店舗で実習をした特別支援学校の生徒は、コミュ

ニケーションが苦手でもひとりで同じ作業を続けることが

得意なタイプ。そこで、採用後は売り場ではなくバックヤー

ドの厨房で働くことで、能力を発揮しています。 

 清水さんは、｢このように、人によ

って得意なこと苦手なことがあるの

は、障害の有無とは別の話。実習は

それを確認し、得意なことを伸ばす

仕事を見つける機会だと思います｣

と言います。そして、｢卒業後の就職

を目指して、実習より長い時間、長

い期間働くことができるよう、体力

をつけてもらいたい｣と期待します。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 株式会社ハートフーズサービスは、葬儀場の運営などをす

る株式会社セレモ(本社＝船橋市駿河台)のグループ会社です。

創業 30 年となる令和 3 年 12 月に、｢株式会社新日｣から社

名を変更しました。千葉・東京・茨城で法事料理を始めとす

るケータリングを手掛けています。船橋市(本社に併設)と柏

市の工場で弁当やパーティーメニューを作っており、調理さ

れたメニューは保冷配達車で配送されます。 

 2 工場で約 250 人が働いており、障害のある方は船橋の

工場に 2 人です。 

 

 

    

 会社として障害のある方の雇用は、この 2 人が初めてで

す。｢社会貢献を検討する中で、障害のある方にもお願いでき

る仕事があるのではないかと考えた｣と、船橋事業所長の白

熊竜也さんは当時を振り返ります。 

 白熊さんは、ハローワークの紹介で障害者就業・生活支援

センターに相談。センターの企業支援員と共に仕事の切出し

をして、紙製弁当箱の組立てをお願いすることにしました。

以前は従業員が残業して行っていた作業で、障害のある方に

任せることができれば残業が減ります。 

 就業・生活支援センターの利用登録者から、2 年ほど前に

F さん、1 年ほど前に G さんがアルバイトとして採用になり

ました。2 人とも精神障害者の手帳を取得しています。 

 事故の影響で高次脳機能障害になった F さんは、清掃員の

経験があります。支援員からハートフーズサービスの仕事を

紹介された時、｢初めての仕事なので、うまくできるか心配だ

った｣そうです。｢なるべく静かな場所｣を希望し、白熊さんは

気分転換ができるように窓のある部屋を用意しました。 

箱は一種類ですが、一日に 100～150 個を組立てなくて

はなりません。一日中同じ作業をしているのはつらいだろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、時々、草取り作業や館内掃除をお願いしています。また、

当初 9 時 30 分～16 時の勤務でスタートしましたが、白熊 

さんは F さんの様子を見ながら本人とも話し

合いを重ね、10 時スタートに変更しました。 

 F さんは仕事をすぐに習得し安定して取組んでいますが、

｢話を聞いて欲しい｣と言うことがあり、白熊さんは｢○時に

話を聞くよ｣と、その日のうちに時間を取ります。 

  

  

  

 白熊さんは、｢周りに何でも相談できる人がいると良いと

思い、今は『上司と部下』というより『お兄さん』として、

プライベートの話も聞いています｣と言います。F さんは｢何

もできなかった自分をこうやって働かせてもらい、ありがた

いです。スキルアップして、正社員を目指したい｣と話します。 

精神障害(うつ病)のあるGさんも同じく弁当箱の組立てを

中心に業務に携わっていますが、もともと事務職を希望して

おり、現在では少しずつ事務の仕事も手伝っています。｢最初

は緊張からか体調を崩して休んだことがありますが、仕事に

慣れてきたことと、強く希望していた事務の手伝いをするよ

うになったことから、体調は安定してきました｣と G さん。

白熊さんは、｢組立てもきっちりやってくれます。事務仕事が

時々入ることで表情も明るくなりました｣と言います。 

  

 白熊さんは、F さんと G さんの入社が決まった時、2 人の

症状についてインターネットで調べたり、就業・生活支援セ

ンターの支援員に聞いたりして学びました。2 人の入社前に

は、理解を得るために他の社員に何度も説明をしました。 

 ｢私が休みの日には他の社員に対応を任せています。ただ、

F さんと G さんには『何かあったら電話をするように』と、

私の携帯電話の番号を伝えています。時間外ですが必要だと

思うので｣と言います。｢本人たちが安心して働くことのでき

る環境を整えることが、障害のある方の雇用には必要だと思

います。また、プライベートな相談があれば支援機関と共有

し、連携も取っています｣(白熊さん)。 

 また、｢初めての雇用だったので、採用までに職場実習やト

ライアル雇用(※5)の制度を利用して、ステップを踏んだこと 

が、ゆっくり彼らを理解したことが

よかった｣とも振返っています。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 株式会社メイテックビジネスサービスは、株式会社メイテ

ックの特例子会社(※6)として、平成29年に設立されました。

株式会社メイテック(以下｢親会社｣)では、正社員エンジニア

の派遣サービスを提供しています。 

以前は親会社の人事部にある｢チャレンジドワーク推進

課｣で障害者雇用を行っていましたが、障害のある社員によ

り働きやすい環境を提供するために特例子会社を設立し、現

在は 3 拠点(御徒町オフィス＝本社、上野オフィス、柏事業

所＝千葉県柏市)で運営をしています。 

メイテックビジネスサービスでは障害のある方が約 8 割

を占めており、精神障害、知的障害のある方が中心となり、

各々が強みを生かし、日々の業務に取組んでいます。 

御徒町と上野のオフィスではパソコンを使った一般事務

を中心に行っており、親会社や他のグループ会社から人事関

連業務を受託しています。内容は多岐に渡りますが、新入社

員の個人情報登録、社員の給与・福利厚生に関するデータ作

成、営業データの集計などです。柏事業所では、紙パックを

リサイクルし、手すき紙製造から名刺作成を行っています。 

 

 

    

 ｢メイテックビジネスサービスでは『社員の安心・安全』を

モットーにしており、そのためにいくつかの工夫をしていま

す｣と、人事・業務管理課の下村小都さん。 

 採用前に会社見学や実習行い、本人の希望と業務内容にミ

スマッチが起きないようにしています。また入社後も 2 ヶ月

間は研修期間とし、環境や業務に慣れる期間を設けています。

研修期間には、実務に近い形で研修を行うことで社員の特性

を見極め、それぞれのチームへの配属後、スムーズに実業務

に移行できるようフォローを行います。 

 各チームではマニュアルに沿って2～3人で作業を行いま

す。手順の混乱を防ぐためだけではなく、同じマニュアルを

使うことで業務レベルを標準化したり、決まった人ではなく 

ても業務に携わ

ることができる

ようにして個人

の休暇を取りや

すくしたりする

効果があります。 

 サポート面では、業務を管理するスタッフの他に専任のサ

ポートスタッフが、定期面談や支援機関との連携を担ってい

ます。自分から相談することが苦手な方も多いため、｢個別に

話ができる環境｣を定期的に設定し、サポートにあたります。 

 

  

  

 昨年入社した H さんには、社交不安障害があります。前職

を辞めた後で通った就労移行支援事業所(※7)でメイテック

ビジネスサービスを紹介され、入社しました。 

｢自分では、初対面の人と話す時に緊張して手が震えるく

らいで障害は軽いと思っていたので『特例子会社』で働くイ

メージが湧きませんでした｣という H さん。しかし、就業環

境が良かったことや実習などで下村さんによく話を聞いて 

もらえたことが、ここで働きたいという思いにつながりまし

た。｢自分の障害を理解してもらえ、他の障害のある方と働く

ことで相手を理解することができる｣と安心できました。 

これまで一般事務業務の経験はありませんでしたが、必須 

であったパソコンスキルなどは、就労移行支

援事業所の訓練で身に付けました。今はフル

タイム勤務を目指しています。 

  

 メイテックビジネスサービスでは、｢安定した勤務ができ

ること、自身の障害者特性を受容していること、協調性を持

って仲間と働くことができること｣の 3 つが、活躍できる人

材に必要と考えています。ひとくちに｢障害｣と言っても症状

や特性は一人一人違います。得意なことや苦手なこともそれ

ぞれ違う中で業務を進めていくためには、それぞれが自分の

強みを生かしながら協力をすることが必要です。 

 また、外から見ただけでは分からない日々の不調や業務上

の不安を、面談やカウンセリングの機会を使って自ら発信す

ることで、不安の原因や解消について、一緒に考えています。 

 ｢会社は仕事をする場であるため、依頼されている業務を

無理なく進めるためにはどうしたらいいのかを考えること

が重要です。本人が希望する配慮や会社としてできる配慮を

考えながら、社員一人一人が働きやすいと感じる会社にして

いきたい｣と、下村さんは話してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 総合商社として国内外で多角的な事業を展開している株

式会社双日。障害のある方の雇用については、｢業務も障害

の有無に関わらず平等なレベルを求めていたため、そこに対

応できた身体障害のある方しか採用ができていませんでし

た｣と、株式会社双日ビジネスサポートの業務・管理部管理

課長 酒井雅之さん。酒井さんは株式会社双日(以下｢親会

社｣)の人事部に勤務していた時、特例子会社 株式会社双日

ビジネスサポートの立上げに関わりました。 

 身体障害のある方だけで雇用率は達成していましたが、知

的障害・精神障害のある方も受入れようという要請が多くな

り、平成 24 年に特例子会社を設立。2 年近くかけて体制を

整え、現在では 26 人のうち身体障害と知的障害のある方が

それぞれ 4 割、精神障害のある方が 2 割になっています。 

 

 

    

 行っているのは、親会社からの請負業務。名刺などの印刷、

環境整備(複合機の用紙補充、シュレッダーの袋交換、フロ

アの消毒液補充他)、ヘルスケアルームでのマッサージ施術

といった仕事です。 

 採用は、障害者採用の仲介業者や特別支援学校の紹介、ハ

ローワークでの障害者求人などさまざまです。 

 特に特別支援学校から推薦されてくる方には、職場体験を

始めとする実習をしてもらうこともあります。その結果と面

談から、採用するかを決めます。｢チームで働くことになる

ので、最低限のコミュニケーション能力は必要です。何か問

題が起きた時、それを伝えるためです｣と、酒井さんは実習

で判断する内容を教えてくれました。 

 

  

  

 株式会社双日ビジネスサポートで働いて１年になる I さん

は、高校を卒業してすぐに就労移行支援事業所を利用し始め

ました。アスペルガーと ADHD(注意欠陥多動性障害)があり

ます。 

 就労経験はなく、支援員から紹介されたこちらの会社の説

明会に参加しましたが、｢求人は環境整備が主だったので、

次につながらないのではと乗り気ではありませんでした｣とI

さん。I さんは、自身の障害を受入れるまでに時間がかかり 

ましたが、徐々に前向きに就職活動を始めるようになり、｢経

験を生かして障害者雇用の支援をしたい｣と考えるようにな

っていました。就労移行支援事業所の支援員が｢さまざまな

障害のある方が働いている特例子会社での経験が、将来の夢

に生きるはず｣と背中を押し、I さんは最終面接まで進んだ結

果、｢この会社なら｣と入社を決めました。 

 現在は、I さんの希望が通り、親会社の人事部採用課で業

務サポートをしています。１ヶ月間インターンとして出向し、 

改めて部署内で本人から障害に

ついての説明をした上での配属

です。｢周りに障害のある方がい

ませんが、特別扱いはないと感じ

ています｣( I さん)。｢双日ビジネ

スサポートと親会社の採用課の

両方を通して、障害のある方の働

き方を伝えていきたい｣と話して

います。 

  

 双日ビジネスサポートの業務はチーム制で、リーダーとサ

ポーターがチームをまとめます。月１回以上の個別面談の他、

外部ジョブコーチ(職場適応援助者(※8))や就労定着支援(※9)

を利用して業務や生活面のサポートもしますが、社内ジョブ

コーチや職業生活相談員(※10)を増やして、更なるサポート

強化を図ろうとしています。 

 ｢今後も雇用を増やしていきたいのですが、双日ビジネス

サポートの業務だけでは限界があるので、I さんのような親 

会社やグループ会社への出向も増やします。ま

た、グループ内各社での雇用も必要なので、そ

のサポートも行っていきます｣(酒井さん)。 

 酒井さんが大事に考えているのは、｢障害のある方と接点

を持つこと｣です。｢よくわからないことには不安を感じるで

しょうが、仕事以外の場所でも構わないので、接する機会を

作ってはどうでしょう。こちらが考えすぎて距離を取ってい

るかもしれません｣。また、｢グループ内の会社でも、受入れ

経験のある部署だとスムーズに話ができるのですが、経験が

ない部署には強引に進めず、I さんのようにインターンから

知ってもらうようにしています｣と話してくれました。 

 

 

 

 

 



 

令和 3 年度｢ふなばし♥あったかんぱにー｣が決定しました 

<評価ポイント> 

 

 

 

 

 

 



これまでの｢ふなばし あったかんぱにー｣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会人への第一歩 

       一緒に働こう 
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